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序　　　　　文

フィリピン共和国は地方分権化とともに貧困対策プログラムの拡大推進を図りつつあり、その

一環として、国内で最も貧困とされる中部ビサヤ地域の開発に取り組んでいる。このため同国は、

地域の中核となるセブ州の総合開発計画を策定し、その実現のため、セブ州地方部活性化に係る

プロジェクト方式技術協力を我が国に求めてきた。

これを受けた国際協力事業団は、1996 年からプロジェクト形成、事前、短期等の各調査を進め

てきたが、今般はそれら各調査の結果を踏まえて討議議事録（R ／D）の署名を取り交わす運びと

なり、1999 年 1 月 19 日から同 29 日まで、当事業団国際協力専門員　鈴木正彦氏を団長とする実

施協議調査団を派遣した。この結果「セブ州地方部活性化プロジェクト」が 1999 年（平成 11 年）

3 月 1 日から 5 年間にわたって実施され、マニラ首都圏に次ぐフィリピン第 2 の経済圏整備に貢献

することとなった。

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクト展開

に広く活用されることを願うものである。

ここに、調査団の各位をはじめ、ご協力いただいた外務省、在フィリピン日本国大使館など、内

外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、一層のご支援をお願いする次第である。

平成 11 年 2 月

国 際 協力事業団　　

理事　泉　堅二郎　　
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1.  実施協議調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

（1）派遣の経緯

ラモス前政権が策定したフィリピン中期開発計画（1993 ～ 1998 年）は、「民衆のエンパワー

メントを通じて全フィリピン国民の生活水準を向上する」ことを開発のゴールとして掲げ、

1998 年までにマクロ経済数値目標を 1 人当たり所得 1,000 ドル以上、GNP 成長率 10％以上、

貧困人口 30％以下と設定して、国家開発を実施してきた。また、1992 年 1 月から施行された

「自治体法」に基づく地方分権化政策も推進し、地域開発を含めた地方自治体の機能・権限の

強化を図ってきた。特に、中部ビサヤ地域開発計画（1993 ～ 1998 年）を策定後、1994 年に中

部ビサヤ地域開発委員会が JICA の協力の下、①健全で持続性ある経済成長、②均衡のとれた

成長、③社会開発と貧困の解消を開発達成目標とする「セブ州総合開発計画」調査を実施した。

これに基づき、セブ州政府は州全域において「環境と調和のとれた開発」「都市部と農村部の

均衡ある開発」をめざすこととなった。JICA は、長期、短期専門家を派遣して、この地域総

合開発計画策定を支援した。

現在、メトロ・セブを中心とするセブ州は、マニラ首都圏に次ぐフィリピンの第 2 の経済圏

となりつつある。それに伴い、都市と農村部の経済成長の不均衡が目立つようになっている。

すなわち農村部からの若年労働者の流出に伴い、農村部の疲弊が顕在化してきた。このよう

な富の分配の不均衡による相対的貧困問題と中部、南部両地域に比べて北部地域の開発が遅

れていること、そして、地方分権の枠組みの中で地域開発行政制度の一層の整備が求められ

ていることから、セブ州政府は、北部 20 郡を対象とし、かつ国家的なレベルで「都市と農村

の持続的かつ均衡のとれた開発」のモデルになり得る地域開発プロジェクト「セブ州・社会経

済及び環境開発プロジェクト（セブ州地方部活性化）」構想を描くに至り、フィリピン政府を

通じて我が国にプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

この要請を受け、我が国は以下の調査団及び調査員を派遣し、フィリピン側と協議及び関

連の調査を実施した。

・プロジェクト形成調査団　　 1996 年7 月

・企画調査員 （本田百合）　　 1997 年1 月～11 月

・事前調査団　　 1997 年9 月

・短期調査員 （鈴木正彦）　　 1998 年9 月～10 月

（清家政信）　　 1998 年9 月～10 月

（牧野千秋） 1998 年9 月～10 月
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（保科秀明） 1998 年9 月

（大濱　裕） 1998 年9 月～10 月

（牧野千秋） 1998 年12 月

この結果、フィリピン、日本双方はプロジェクト目標、成果及び活動を以下のとおりとす

ることに合意した。

その後、日本側としてプロジェクト内容の一層の明確化が求められ、カッコ内の内容表記

に改めることとした。（この変更は今回の調査での討議事項となる）。

1）プロジェクト目標

地方自治体と地域社会の協力を通じて地域社会開発を適正に支援する制度を確立する。

（→地方自治体と住民共同による生活基盤改善、生計向上の実践的事業を通じて、州政府及

び州内自治体の効率的な地方開発制度が整備される。）

2）成　果

a. 州及び郡レベルにおける地方自治体の開発運営管理能力が強化、改善される。

b. 地方自治体と地域社会の間で開発に関する相互協力が強化、改善される。

c . 地域社会の開発における持続性と自立性に関する能力が強化される。

　（→ a. 州、町村の開発行政における組織的な行政能力が向上する。

b. 持続的かつ自立性のある住民参加型地域活動の普及モデルが形成される。）

3）活　動

a.「行政能力向上」分野

ア . 地方分権後の諸行政機関の機能・役割調査

イ . 自治体情報システムの整備

ウ . 自治体職員及び関係者の研修の実施

エ . Basic Human Needs（BHN）関連のパイロット事業の企画調整

オ . パイロット事業のモニタリング、評価の実施

カ . パイロット事業支援のための調査研究体制の整備

b.「参加型地域活動の普及モデル形成」分野

ア . 地域現況及び地域住民ニーズ調査の実施

イ . BHN 関連パイロット事業の実施

ウ . 生計向上関連パイロット事業の実施

エ . パイロット事業運営のための住民組織の育成・強化

オ . 行政と住民、NGO の協力の制度化支援
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（2）派遣の目的

これらの経緯を踏まえ、本プロジェクト実施の妥当性が確認されたところから、今般、実

施協議調査団を派遣し、プロジェクトの実施に必要な事項につきフィリピン側と協議を行う

とともに討議議事録（Record of Discussions：R ／ D）を締結し、プロジェクト開始準備を整

える。

1 － 2　調査団の構成

氏　　名� 担 当 分 野 � 所　　　　　属�

鈴 木 　 正 彦 �総括／地域開発運営管理� 国際協力事業団国際協力専門員�

村 橋 　 　 弘 �技術協力政策� 外務省経済協力局技術協力課外務事務官�

千 頭 　 　 聡 �村落開発� 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第一課�

牧 野 　 千 秋 �参加型開発� な　し�

村 上 　 雄 祐 �協力企画� 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第一課�





─ 5 ─

1 － 4　主要面談者

〔フィリピン側〕

（1）国家経済開発庁（NEDA）

Mr. Roland G. Tungpalan Director，Project Monitoring Staff

Mr. Felicismo Z. David Jr. M ＆ E Specialist，Chief Economic Sectors Division

Ms. Aleli L. Lopez-dee Division Chief, Infrastructure-Transportation

Mr. Victorio B A. Pujatte World Bank Desk Officer, industry ／ Trade &

 Tourism Sector Monitor Economic Monitoring ＆

 Evaluation Division

（2）内務地方自治省（DILG）

Mr. Rolando Acosta Director, Bureau of Local Government Supervision

Mr. Ruben G. Alegre Special Executive Assistant, Foreign Assisted

Projects OAS SSRO

Mr. Masaru TAKIMOTO JICA Long-term Expert

（3）セブ州政府

Mr. Pablo P. Garcia Governor, Province of Cebu

Mr. Adolfo V. Quiroga Provincial Planning ＆ Development Coordinator

Ms. Melita Lavarejos Chief, Provincial Planning ＆ Development Office

（4）国家経済開発庁ビサヤ支庁

Mr. Romeo Escandor Director

Ms. Mads Escandor Chief Economic Development Specialist

Ms. Lorna Manila Senior Economic Development Specialist

〔国際機関〕

（1）オーストラリア国際開発庁（Aus AID）

Mr. Lindsay Chan First Secretary, Development Co-operation

Ms. Patricia Georgina G. Domingo Program Director, Pacific Basin Capital Market

（PACAP）

Mr. Ross Keaton
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（2）アジア開発銀行（ADB）

Mr. Haruya KOIDE Senior Cofinancing Officer, Office of Cofinancing

Operations

Ms. Noriko OGAWA Program Officer

Mr. Stephan P Groff Rural Development Economist

Ms. Siew Tuan Chew Senior Project Specialist, Agriculture ＆ Rural De-

velopment Division

Ms. Faten Hodroge Financial Analyst，Water Supply, Urban Develop-

ment ＆ Housing Division（East）

（3）カナダ国際開発庁（CIDA）

Ms. Narcisa Umali Senior Development Officer

〔日本側〕

（1）日本国大使館

福田　光 二等書記官

（2）JICA フィリピン事務所

後藤　洋 所長

黒柳　俊之 次長

中村　明 所員

高橋　政俊 所員
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2.  要　　　約

（1）討議議事録の署名者については、事前及び短期調査時のフィリピン側署名者であるセブ州知

事 Pablo P.  Garcia 及び共同署名者として国家経済開発庁ビサヤ支庁長官である Romeo C.

Escandor で、双方合意し、署名を交換した。（付属資料 1）

（2）プロジェクトの名称については、短期調査時に合意した Cebu Socio-Economic Empower-

ment and Development Project を再確認し、正式名称とした。

（3）協力開始時期及び期間については、できるだけ早い時期にという日比双方の意向から 1999 年

3 月 1 日から 5 年間とした。

（4）プロジェクトの実施体制については、フィリピン側実施機関（州政府）、総括責任者（州知事）、

プロジェクト責任者（州企画開発局長）及び支援機関としての国家経済開発庁ビサヤ支庁の役割

と位置づけを再確認、決定した。これに基づき合同調整委員会の構成につき意見交換し、議長

以外の委員数を日比同数の各 2 名とすることにした。

短期調査時に合意した「州政府と専門家チームが対等な形で協力を実施できる」こと及び「関

係機関の総力をあげた形での体制づくりをめざす」ため Project Management Office を設立す

ることについても双方が確認のうえ、承認した。

フィリピン側カウンターパートについては、州政府における予定者リストの提出がフィリピ

ン側からなされ、各人の専門性、経験についてはプロジェクト開始後に確認することとした。町

村等の自治体については、州政府が然るべき推進役を果たすということを確認した。

予算措置については、フィリピン側の予算が既に決定（1999 年度開発予算総額 1 億 9,000 万

ペソ／約 3 億 6,000 万円）しているため 2000 年から専門家チームと協議のうえ、開発予算に組

み込んでいくことで合意した。建設機材を除く供与機材に対する免税措置については、州知事

が中央政府に善処を依頼する旨回答を得た。しかしながら、国家経済開発庁本庁及び JICA フィ

リピン事務所によると地方自治体に対する課税措置を覆すことはかなり難しいとの観測であっ

た。

（5）基本計画については、上位目標、プロジェクト目標、成果、活動の日本側変更案につき検討

し、フィリピン側の合意を得た。

（6）投入については、まず日本側における長期派遣専門家の専門分野（チーフアドバイザー、業

務調整、地域開発運営管理、開発行政、村落開発、参加型開発）について再確認のうえ、6 名枠

のところ 4 名の専門家で対処することを説明し、フィリピン側の了承を得た。短期派遣専門家

については、柔軟に対応するため分野及び人数については特定しないことで双方合意した。

研修員の受入れは、時期、人数共に規定せず、日本側が基本計画を取りまとめるという方針
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で討議を進めた。ただし、非政府組織（NGO）関係者の研修も可能ということで双方が合意し

た。

機材供与については、短期調査時に州政府との間で基本線が合意に至っていたので、むしろ

国家経済開発庁本庁における承認手続きの円滑・簡略化にポイントを絞り、5 年間一括の機材申

請の可能性について同庁に諮問したが、結果は単年度申請に限るという回答であった。しかし

ながら、当プロジェクトにおける四輪駆動車の必要性については、基本的な理解を得た。平成

10 年度供与機材申請について、フィリピン事務所から手続きと時間の調整が難しいという指摘

があり、平成 11 年度に組み込むこととした。

フィリピン側投入では、専門家執務室として予定されている前Cebu Upland Project（CUP）＊

事務所の使用権が州知事によって承認、確約された。また、CUP から申し出のあった一部機材

と書籍を日本側が引き継ぐことも了解された。

（7）暫定実施計画については、日本側案を一部手直しのうえ、双方が合意した。

（8）他国機関との連携。オーストラリア国際開発庁（Aus AID）では、オーストラリア側の今後の

プロジェクト展開と方略について説明を受け、今後の意見交換強化と相互補完体制の構築を約

した。アジア開発銀行（ADB）では、地域開発担当実務者レベルとの意見交換を行い、今後の連

携の可能性を探ることで合意した。カナダ国際開発庁（CIDA）では、地域開発プロジェクト責

任者との面会が果たせず、具体的な内容の討議に至らなかった。米国国際開発庁（USAID）、国

連開発計画（UNDP）については、今回は先方の都合や検討時期が尚早であるとの理由で訪問を

中止した。

＊前 Cebu Upland Project（CUP）：ドイツ技術協力公社（GTZ）、フィリピン国政府及びセブ州政府の連携

で南東セブ州で実施した村落開発プロジェクト（1986 ～ 1999 年）。
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3.  討議議事録の交渉経緯

今回の討議議事録及びミニッツの調印に至る協議において、特に双方が検討を要した項目、交

渉経緯は以下のとおりである。

（1）討議議事録（R ／D）

討議議事録で検討を要した点は、以下のとおりである。

1）合同委員会委員数：議長を除き、フィリピン側 2 名（プロジェクト責任者、支援機関長官）、

日本側6 名（大使館、JICA フィリピン事務所、全専門家）というのが日本側案であったが、フィ

リピン側から「合同委員会は、最終意思決定機関である以上委員数を限定すべきだ」との意見

が出され、フィリピン側 2 名、日本側 2 名（JICA フィリピン事務所、チーフアドバイザー）と

いう委員数で合意した。

2）カウンターパート：州企画開発局からはフルタイムで秘書、運転手を含む 8 名の要員配置予

定で合意され、リストの提出があった。町村におけるカウンターパート及び行政担当者につい

ては、パイロット活動地域が決定していないため具体的な内容に踏み込めなかったが、州政府

がその配置について推進役を果たす点について再確認された。

3）州政府側の予算措置：プロジェクトに対するカウンターパート予算については、2000 年以降

の確保が確認されたが、専門家の便宜供与への予算措置については、州政府側の負担が困難で

あることから新たに議事録を作成し、日本側で必要な措置をとる旨明記した。

4）供与機材に対する免税措置：1998 年度から実施された外国援助機関からの輸入供与機材に課

税する措置について、1999 年度は中央政府機関分が免税となるものの、地方自治体は建設機材

以外引き続き課税される公算が大である旨 JICA フィリピン事務所、国家経済開発庁本庁から

情報を得た。州政府は、この件に関し明確な情報を収集しておらず、「州知事が財務省宛免税措

置要請をする」という以外、十分な回答が得られなかった。

5）長期派遣専門家の専門分野と人数。長期派遣専門家の専門分野は、チーフアドバイザー、業

務調整、地域開発運営管理、開発行政、村落開発、参加型開発の 6 分野とすることにフィリピ

ン側から異論はなかった。日本側からチーフアドバイザーと地域開発運営管理及び業務調整と

参加型開発がそれぞれ兼任され、派遣予定数が 4 名である旨フィリピン側に通知され、了承さ

れた。派遣時期が迫っており、あらかじめ Form A-1 が州政府側から国家経済開発庁へ提出さ

れていたが、若干 Terms of Reference を手直しして再申請手続きを行った。国家経済開発庁へ

報告に訪れた際、円滑な承認手続き方を依頼し了承された。

6）機材供与。国家経済開発庁本庁と 5 年間一括の機材要請 Form A-4 が可能であるかを討議し
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たが、あくまでも単年度申請という同庁の方針に変更を加えることはできなかった。しかしな

がら、特殊車両（四輪駆動車）の導入（最近フィリピン側の査定が厳しい）については、同庁の

基本的了解を取り付けることに成功した。

7）暫定実施計画については、活動内容との整合性を検討し、一部手直しを行った。（付属資料 2）

（2）ミニッツ

日本人専門家の便宜供与に関するフィリピン側予算措置が不可能ということから、日本側が

必要な措置をすることで双方が合意した。（付属資料 3）
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4.  プロジェクト実施上の留意点

4 － 1　実 施 体 制

4 － 1 － 1　組　　織

フィリピン側実施機関が中央政府機関ではなくセブ州という地方自治政府になることで、プ

ロジェクト実施に際して以下のような問題点が指摘された。

（1）予　算

地方自治体法に基づき、内国歳入交付金（IRA）の 20％がその地方自治体における開発資金

として予算計上され、全セブ州の開発投資に充てられる。さらに、その一部が今回のプロジェ

クトのカウンターパート予算として配分されることになる。

（2）専門家に対する身分措置・便宜供与（特権事項）

この件に関し、どのようにフィリピン側、州政府が保証するのか検討議題になったが、結

局、国家経済開発庁の承認プロジェクトということで、他のプロジェクト同様中央政府が保

証する形で決着した。ただ、フィリピン側の予算上の問題から別にミニッツを作成し、専門

家に対する必要経費負担に関しては日本側が対処することとした。

（3）供与機材に対する免税措置

1999 年度、中央政府機関に対する外国援助機関からの輸入供与機材に関しては免税措置が

とられる公算が大であるが、地方自治体に対しては、地方自治体法に基づき、建設機材以外

はすべて 1998 年度に引き続き課税（最高300％まで）されるとみられる。この課税負担は、当

然、受入機関であるセブ州政府の責務となるわけで、大きな負担となることがあらかじめ想

定される。このため、供与機材は、極力現地調達する方針で計画づくりをすることが求めら

れる。

円滑なプロジェクト実施のため、プロジェクト組織は開始当初からしっかりとしたもので

なければならない。このため、総括責任者として州知事を据え、プロジェクト責任者として

実際の受入部署である州企画開発局長を指名した。さらに、支援機関として国家経済開発庁

ビサヤ支庁の役割を討議議事録に明記し、中央政府のプロジェクトへの関与を明らかなもの

とした。
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（4）合同調整委員会

これに基づき、合同調整委員会の役割も、プロジェクトの最終意思決定機関であることが

確認され、以下のように委員数を限定することで日比双方が合意した。

1）メンバー

・議長　 州知事

・委員　（フィリピン側） 国家経済開発庁ビサヤ支庁長官

州企画開発局長

（日本側） 国際協力事業団フィリピン事務所代表

チーフアドバイザー

＊日本国大使館員は、オブザーバーとして参加。

2）役　割

a. プロジェクトの全体計画、年次計画の策定、承認

b. プロジェクトの進捗状況と計画見直し及びその承認

c. プロジェクトに関連、起因した諸問題への対応策定とその承認

4 － 1 － 2　Project Management Office

プロジェクトの実施に際して、州政府と専門家チームが対等な形で協力活動を行えるよう（当

初は、州企画開発局の 1 部署にプロジェクトが所属する形で計画）にするとともに、州政府内外

のプロジェクト関係機関との連携を踏まえた体制づくりを考慮して、Project Management Of-

fice を設立することとし、日比双方が承認した。

4 － 1 － 3　カウンターパート

州企画開発局よりフルタイムのカウンターパートとして最低 8 名を配属させることで合意し

た。パイロット地域として選定される自治体のカウンターパートについては、州政府が各町村

自治体に働きかけることを約した。

4 － 1 － 4　予　　算

1999 年度開発予算総額 1 億 2,000 万ペソという規模が州政府側から示された。しかしながら、

プロジェクトの開始時期が決定していなかったため、同年度の予算枠に必要運営予算は計上さ

れていない。2000 年度から、専門家チームと協議のうえ、必要予算を充当するというのがフィ

リピン側の回答であった。

日本人専門家に対する便宜供与に関する経費負担は、日本側が必要な措置をとるということ

で合意し、ミニッツを作成した。



─ 13 ─

4 － 1 － 5　供与機材に対する免税措置

4 － 1 － 1　（3）で述べたとおりであるが、課税された場合には上記開発予算から負担すると

いうのが州政府側の対処方針である。

4 － 2　実 施 計 画

4 － 2 － 1　プロジェクトの基本計画

事前、短期調査時に合意し、ミニッツに記載した上位目標、プロジェクト目標、成果につい

ては、日本側が見直しを行い、改定案を用意して今回の実施協議でフィリピン側と検討した。活

動については、事前、短期調査時に具体的な内容検討を行っていなかったため、日本側が素案

を作成し、討議の場でフィリピン側の意見を聴くこととした。結果、下記の内容で合意した。ま

た、パイロット地域の選定については、プロジェクト開始後に十分な論議を尽くすことで双方

が了解した。

（1）上位目標

地方分権化制度が定着し、セブ州地方部の社会経済開発が促進される。

（2）プロジェクト目標

地方自治体と住民共同による生活基盤改善、生計向上の実践的事業を通じて、州政府及

び州内自治体の効率的な地方開発制度が整備される。

（3）成　果

1）州、町村の開発行政における組織的な行政能力が向上する。

2）持続的かつ自立性のある住民参加型地域活動の普及モデルが形成される。

（4）活　動

1）「行政能力向上」分野

a. 地方分権後の諸行政機関の機能・役割調査

b. 自治体情報システムの整備

c. 自治体職員及び関係者の研修の実施

d. Basic Human Needs（BHN）関連のパイロット事業の企画調整

e. パイロット事業のモニタリング、評価の実施

f. パイロット事業支援のための調査研究体制の整備
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2）「参加型地域活動の普及モデル形成」分野

a. 地域現況及び地域住民ニーズ調査の実施

b. BHN 関連パイロット事業の実施

c. 生計向上関連のパイロット事業の実施

d. パイロット事業運営のための住民組織の育成・強化

e. 行政と住民、非政府組織（NGO）の協力の制度化支援

4 － 2 － 2　投入計画

（1）日本側投入

1）専門家派遣

長期派遣専門家の専門分野について以下のとおりフィリピン側の意向を確認し、決定し

た。

a. チーフアドバイザー

b. 業務調整

c. 専門家 （地域開発運営管理）

（開発行政）

（村落開発）

（参加型開発）

専門家は、上記のとおり 6 名枠であるが、チーフアドバイザーが地域開発運営管理を、

業務調整が参加型開発を兼務することから 4 名の専門家で対処することを日本側が説明し、

フィリピン側の了承を得た。Form A-1 については、既に州政府から国家経済開発庁宛提

出されていたが、アタッチメントの内容を訂正のうえ、再提出した。

短期派遣専門家については、必要に応じて柔軟に対処できるようにということから派遣

分野、人数、期間についてはコミットしないことで双方が合意した。

2）研修員受入れ

日本側としては、研修員日本受入れに関しては年間 4 ないし 5 名とし、全体の研修コー

スを下記の 3 通りで対処する計画でいるため、人数、時期については具体的な表現を避け

ることでフィリピン側の同意を得た。

a. 国別特設またはそれに類した日本での研修コース

b. フィリピン内国研修コース

c. 州内におけるOJT コース

3）機材供与

機材供与については、5 年間一括の機材リスト要請を国家経済開発庁に提出可能かどう
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か確認したところ、単年度申請しか取り扱えないとの回答を得たため、毎年度新規要請書

を提出することとした。平成 10 年度の機材要請については、フィリピン事務所が時間的、

手続き的制約から難色を示したため、平成 11 年度予算に組み込むことでフィリピン側も了

解した。初年度は、事務所機能強化という観点から事務機器を中心に機材選定がなされて

いる。また、車両に関して、フィリピン側で国家経済開発庁の評価査定が厳しくなってい

ることから、当プロジェクトにおける四輪駆動車の必要性を説明し、導入に関する基本的

な理解を得た。なお、既に Form A-4 は、州政府から国家経済開発庁に提出済みであった

が、年度及び内容の変更から訂正のうえ、再提出した。

（2）フィリピン側投入

1）専門家執務室

Cebu Upland Project（CUP）が 1998 年 12 月まで 12 年間にわたり使用してきた事務所を

引き継ぐことで州政府と合意した。

また、パイロット地域の町村自治体に事務所設営をする場合は、州政府が取りまとめ役を

果たすことで日比双方が合意した。

2）カウンターパート

州企画開発局よりフルタイムのカウンターパートとして最低 8 名を配属させることで合意

した。パイロット地域として選定される自治体のカウンターパートについては、州政府が各

町村自治体へ働きかけることを約した。

3）予　算

1999 年度開発予算総額 1 億 2,000 万ペソという規模が州政府側から示された。しかしなが

ら、当プロジェクトの開始時期が決定していなかったため、同年度の予算枠に必要運営予算

は計上されていない。2000 年度から、専門家チームと協議のうえ、必要予算を充当するとい

うのがフィリピン側の回答であった。日本人専門家に対する便宜供与に関する経費負担は、

日本側が必要な措置をとるということで合意し、ミニッツを作成した。

4 － 2 － 3　暫定実施計画

活動計画概要について、フィリピン側と検討し、合意した。





付　属　資　料

　　　　　　　　資料 1　討議議事録（Record of Discussions）

　　　　　　　　資料 2　暫定実施計画（Tentative Schedule of Implementation）

　　　　　　　　資料 3　ミニッツ（Minutes of Meetings）
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